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令和２年４月１日
企業管理告示第９号
（趣旨）
第１条　この告示は、小川町水道事業給水条例（平成１０年小川町条例第３号）第３３条及び小川町水道事業給水条例施行規程（令和２年小川町企業管理規程第１２号。以下「規程」という。）第２１条の規定に基づく水道料金の軽減又は免除（以下「減免」という。）を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
　（減免の対象）
第２条　規程第２１条第１項第１号に規定する減免は、複数の水道使用者が一度に被災する等の大規模な災害とし、社会通念上納付が困難であると認められる場合とする。
２　規程第２１条第１項第２号に規定する減免（以下「漏水減免」という。）は、地中埋設部、床下、壁面内部等、通常の管理状態で発見が困難と認められる給水装置からの漏水とし、漏水発覚後速やかに修理を行った場合とする。
３　漏水減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる１期分（申請日より過去１年以内のものに限る）の水道料金のみとし、継続してこれを適用しないものとする。
　（減免の対象外）
第３条　次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず減免の対象としないものとする。
　⑴　減免を受けようとする水道使用者に、納期限を経過した未納水道料金があるとき。
　⑵　水道使用者又は第三者の故意又は過失があると認められる災害又は漏水のとき。
　⑶　漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、修理を故意に引き延ばし、又は怠ったとき。
⑷　小川町指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修理を行ったとき。
　⑸　蛇口、水栓便器（ボールタップ等の水位調整器具を含む）、給湯器等の給水器具の故障による漏水のとき。
　⑹　受水槽以降の給水設備からの漏水のとき。
　⑺　漏水減免の決定から１年を経過せずに再度確認された漏水のとき。
（減免の申請）
第４条　減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書（規程様式第１４号）に次に掲げる書類を添付して、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長（以下「管理者」という。）に申請するものとする。
　⑴　第２条第１項の規定による場合は、罹災証明書又はこれに準ずる書類
　⑵　第２条第２項の規定による場合は、漏水修理完了報告書（様式第１号）、修理前後の工事写真及び工事実施が確認できる領収書
（減免の決定）
第５条　管理者は、水道料金等減免申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、減免の可否を決定するものとする。
２　管理者は、前項の規定による減免の可否を決定したときは、水道料金減免決定通知書（様式第２号）又は水道料金減免却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（漏水減免の水量計算）
第６条　減免の対象となった期の使用水量から、漏水が始まったと推定される月の前６期の使用水量の平均の水量を減じて得た値（１立方メートル未満四捨五入）を漏水量とする。ただし、使用状況に著しい変化がある場合、長期間の漏水の場合又は使用開始後間もない場合には、減免の対象となった期の使用水量から、漏水修理完了後の漏水期間を含まない期の使用水量を減じて得た値を漏水量とする。
２　前項前段に規定する「漏水が始まったと推定される月の前６期の使用水量の平均の水量」又は同項ただし書きに規定する「漏水修理完了後の漏水期間を含まない期の使用水量」が基本水量以下の場合、それぞれの水量は基本水量とみなすものとする。
３　第１項の規定により算出した漏水量の２分の１の値（１立方メートル未満四捨五入）を減免水量とし、減免の対象となった期の使用水量から減免水量を減じて得た値を減免後請求水量とする。
　（水道料金の充当）
第７条　減免の決定を受ける前に、減免前の水道料金を納付している場合には、減免後の水道料金との差額について、未収金又は次期以降の水道料金に充当できるものとする。
　（その他）
第８条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和２年４月１日から施行する。




様式第１号（第４条関係）

漏水修理完了報告書

年　　月　　日　

小川町上下水道事業　小川町長　宛て

	施工者（指定給水装置工事事業者）

	住　　所
	

	名所及び
代表者名
	㊞

	電話番号
	




次のとおり、漏水等の修理が完了したので報告します。
	施工日
	

	施工場所
	

	使用者
	

	修理概要
	

	配管図
	※漏水箇所及び修理範囲を明示してください。

	


※　修理前後の工事写真を添付すること


様式第２号（第５条関係）
小水第　　　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　様

小川町上下水道事業
小川町長

水道料金減免決定通知書

年　　月　　日付けで申請のあった水道料金の減免について、次のとおり決定しましたので通知いたします。

	給水装置の所在
	小川町大字

	使用者
	お客様番号
	―　　　　　　　　―

	
	氏　名
	

	減免対象
	調定年月
	年　　　　月分

	
	検針水量
	　　　　　　㎥

	減免水量
	　　　　　　㎥

	減免による
水道料金

	減免前　　　　　　　　　　　円

	
	減免額　　　　　　　　　　　円

	
	減免後　　　　　　　　　　　円

	備考
	





様式第３号（第５条関係）
小水第　　　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　様

小川町上下水道事業
小川町長

水道料金減免申請却下通知書

年　　月　　日付けで申請のあった水道料金の減免について、次の理由により却下となりましたので通知いたします。

	給水装置の所在
	小川町大字

	使用者
	お客様番号
	―　　　　　　　　―

	
	氏　名
	

	減免対象
	調定年月
	年　　　　月分

	
	検針水量
	　　　　　　㎥

	却下の理由
	


　この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に小川町長に対して審査請求をすることができます。
　この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する採決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に小川町を被告として（訴訟において小川町を代表する者は小川町長となります。）提起することができます。
